
新
年
を
迎
え
「
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
大
切
に
さ

れ
る
社
会
を
」
の
思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。

東
芝
で
は
、
一
昨
年
か
ら
小
向
工
場
の
大
火
災
や

京
浜
事
業
所
の
ガ
ス
爆
発
事
故
、
談
合
事
件
や
原
子

力
と
火
力
発
電
用
製
品
の
検
査
デ
ー
タ
改
ざ
ん
事
件

マ
イ
ク
ロ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
セ
ン
タ
ー

の
サ
ー
ビ
ス
残
業
、

さ
ら
に
偽
装
請
負
・
違
法
派
遣
な
ど
が
あ
い
つ
い
で

発
生
し
、
幹
部
社
員
の
逮
捕
・
入
札
禁
止
処
分
・
行

政
指
導
等
を
受
け
ま
し
た
。

京
浜
事
業
所
長
は
、
そ
の
背
景
に
「
職
場
で
自
由

に
も
の
が
言
え
な
い
雰
囲
気
が
あ
る
」
こ
と
を
認
め
、

西
田
社
長
は
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
を
実
践
し
社
会
か
ら
信

頼
さ
れ
る
企
業
グ
ル
ー
プ
を
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

東
芝
は
、
こ
れ
ま
で
三
度
も
労
働
委
員
会
か
ら
差

別
是
正
命
令
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
労
働
組
合
法
で

決
め
ら
れ
て
い
る
命
令
の
履
行
義
務
を
ふ
み
に
じ
っ

て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
法
令
違
反
を
続
け
る
こ

と
は
、
西
田
社
長
が
い
う
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
の
実
践
・

法
令
順
守
」
の
方
針
に
も
反
し
て
い
ま
す
。

西
田
社
長
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
社
会
的
責
任
）
尊
重
・

法
令
順
守
と
言
っ
て
労
働
者
に
責
任
を
お
し
つ
け
る

の
で
は
な
く
、
命
令
と
法
令
に
し
た
が
っ
て
争
議
解

決
の
決
断
を
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

組
合
活
動
や
思
想
信
条
に
よ
る
差
別
、
男
女
差
別

を
な
く
す
全
面
一
括
解
決
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
人

間
関
係
の
よ
い
職
場
づ
く
り
に
と
っ
て
も
大
切
で
す
。

東
芝
の
職
場
で
は
秘
密
組
織
「
東
芝
扇
会
（
現
在

は
自
己
啓
発
の
会
）
」
の
網
の
目
が
組
織
さ
れ
、
会

社
の
意
に
そ
わ
な
い

人
を
差
別
す
る
「
自

由
に
も
の
が
言
え
な

い
状
態
」
が
つ
く
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

会
社
は
、
こ
の
秘

密
組
織
を
指
導
す
る

た
め
に
、
多
数
の
元

公
安
警
察
官
（
秘
密

警
察
官
）
を
雇
っ
て

総
務
・
勤
労
部
に
配

置
し
、
秘
密
組
織
の

メ
ン
バ
ー
を
東
芝
労
組
や
電
機
連
合
の
役
員
に
送
り

込
ん
で
い
ま
す
。

労
働
委
員
会
の
命
令
は
、
こ
の
よ
う
な
秘
密
組

織
を
活
用
し
た
東
芝
の
違
法
な
労
務
管
理
と
差
別

行
為
を
、
労
働
組
合
法
に
違
反
す
る
不
当
労
働
行

為
と
認
定
し
、
東
芝
に
是
正
を
命
じ
て
い
ま
す
。

支
援
共
闘
会
議
の

総
会
で
は
、
全
労
連

と
東
芝
の
工
場
が
あ

る
各
地
の
労
働
組
合
、

電
機
労
働
者
懇
談
会

の
支
援
を
受
け
、
申

立
人
と
職
場
の
仲
間

百
名
の
差
別
を
な
く

す
全
面
一
括
解
決
を

実
現
す
る
方
針
を
確

認
し
ま
し
た
。

職
場
と
地
域
の
皆

さ
ん
の
ご
支
援
を

お
願
い
し
ま
す
。

東芝争議支援共闘会議・東芝の職場を明るくする会
事務所：〒210-0006 川崎市川崎区砂子2-11-20 大幸ビル402 川崎労連内 TEL 044-211-5164

命
令
の
履
行
な
く
し
て

法
令
順
守
な
し

西
田
社
長
は
争
議
解
決
を
決
断
せ
よ

人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会

〒212-0024 川崎市幸区塚越2-225 安伸ﾋﾞﾙ

Tel & F a x ： 0 4 4 - 5 3 3 - 1 4 0 8

東芝の職場を明るくする会 ホームページ
４０万アクセス突破！

検索のキーワードは「東芝の職場」
//www.kki.ne.jp/akaruku-tsb

差
別
や
人
権
侵
害
な
く
す

Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
の
実
践
を

2007年 1月

組合活動・思想信条・男女の差別をなくそう
支援共闘会議第２回総会（'06年12月 ラゾーナ川崎）

東芝は 明るい職場をＣＳＲ
を
尊重し

東 芝 差 別 是 正 争 議 と は

①1988年 労働運動を強める東芝の会を結成し

組合活動と差別是正に取組む。

②1995年 東芝の職場を明るくする会１０名が

第１次神奈川地労委申立て

③2001年 地労委で全面勝利命令を勝ちとる

④2003年 ９名が第２次地労委申立て

⑤2004年 中労委で全面勝利命令を勝ち取る

⑥2005年 東芝争議支援共闘会議結成

全面一括解決を要求し

１００名が差別是正社長申入れ

⑦2005年 中労委が命令を履行しない東芝を

東京地裁に提訴（緊急命令申立）

⑧2006年 第２次申立で３連続の勝利命令

西田社長に早期全面一括解決を申し入れ

全労連争議支援総行動（2006年11月
全労連と地域労連の支援を受け本社前行動

自
由
に
も
の
が
言
え
る

働
き
が
い
の
あ
る
職
場
に

東芝争議支援共闘会議 第２回総会

連帯挨拶:全労連 開会挨拶:支援共闘

宮垣事務局次長 中野代表委員(東京地評)

一
日
も
早
い
解
決
を



2005年度　大卒者年令別賃金
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（調査データは、事務技術系組合員）

（2005年度電機連合賃金実態調査より）

2005年度　高卒者年令別賃金
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（調査データは,、事務技術系組合員）

（2005年度電機連合賃金実態調査より）
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万円 一般者の場合：満55才で６万円カット

－１０万円カット

３５万円 ２９万円 １９万円
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職能

給

基礎

給

業務

手当

0
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55才以前 55～59才 60才以上

万円

－１５万円カット

役職者（主任）：満55才で役職解任＆手当カット

－１５万円カット

５０万円 ３５万円 ２０万円

勤務地加算

東
芝
の
雇
用
延
長
制
度
は
「
55
才
で
い
っ

た
ん
東
芝
を
退
職
さ
せ
、
大
幅
に
賃
金
を
下

げ
た
う
え
で
再
雇
用
」
す
る
制
度
で
す
。

そ
の
う
え
、
再
雇
用
先
の
子
会
社
に
偽
装

請
負
（
実
態
は
派
遣
）
や
違
法
派
遣
（
派
遣

期
間
を
無
視
）
を
お
こ
な
わ
せ
て
い
ま
す
。

上
図
の
よ
う
に
「
55
才
で
６
〜
15
万
円
も
賃

下
げ
で
住
宅
や
教
育
の
ロ
ー
ン
に
も
困
る
」

「
雇
用
延
長
の
条
件
は
、
電
機
業
界
で
最
悪
」

東
芝
は
「
違
法
派
遣
や

偽
装
請
負
あ
ら
た
め
よ
」

と
い
う
声
を
受
け
と
め
、

直
ち
に
改
善
す
べ
き
で
す
。

経
団
連
の
経
営
労
働
政
策
委
員
会
（
委
員

長
は
岡
村
正
・
東
芝
会
長
）
は
「
賃
上
げ
は

容
認
で
き
な
い
。
多
様
な
働
き
方
を
認
め
労

働
契
約
法
を
整
備
せ
よ
」
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
東
芝
の
賃
金
実
態
は
、
電
機

大
手
の
中
で
は
最
低
ク
ラ
ス
で
松
下
電
器
よ

り
10
万
円
近
く
低
い
の
で
す
（
上
図
）
。

年
収
四
百
万
円
以
上
の
人
の
残
業
代
を
ゼ
ロ

に
し
た
り
、
派
遣
や
請
負
の
格
差
を
拡
大
す
る

労
働
契
約
法
な
ん
て
許
せ
ま
せ
ん
。

財
界
と
自
民
党
は
、
労
働
基

準
法
や
派
遣
法
な
ど
労
働
者
保

護
の
法
律
を
次
々
に
改
悪
し
、

こ
ん
ど
は
「
残
業
代
ゼ
ロ
」

「
解
雇
の
自
由
」
「
労
働
条
件

の
不
利
益
変
更
の
自
由
」
を
労

働
契
約
法
で
決
め
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
「
賃
金
上
げ
ろ
、
労

働
者
の
権
利
を

守
れ
」
の
運
動

で
、
安
心
し
て

働
け
る
労
働
条

件
を
勝
ち
取
り

ま
し
ょ
う
。

改
善
し
よ
う

55
才
転
籍

賃
下
げ
の

雇
用
延
長
制
度

や
め
さ
せ
よ
う

残
業
代
ゼ
ロ

偽
装
請
負
の
合
法
化

安
心
し
て
働
く
た
め

労
働
契
約
法
に
反
対

人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会（東芝の職場を明るくする会） 電話 & Fax 044-533-1408 2007年1月

不払い残業・解雇・労働問題の相談窓口
東芝の会ホームページから、メールもできます。

電機ユニオン： ０３－３４５５－６００６
全 労 連 ：０１２０－３７８－０６０

働く貧困層の増大 弱肉強食社会の流れをきりかえよう

将来の生活設計ができる賃金と労働条件を

主任以下は、

４０代で賃金

頭打ち、

技能系労働者

の賃金は５年

前より１万円

も賃下げ

高卒者と同じく女性

の賃金格差大きい。

東芝の雇用延長制度は電機大手で最悪：５５才からの賃下げ＆派遣＆偽装請負やめよ
（１）５５才で定年扱い退職・転籍 ・・・・日立等は５９才で選択、富士電機は定年延長

（２）転籍先で請負＆派遣、賃金カット ・・偽装請負や違法派遣で問題に（最近一部是正あり）

（３）考課査定（曖昧な基準）で選別 ・・・法令や電機他社の実態は、希望者全員が原則

４０代で

多数は、

非組合員

男女の格差が大きい

名目は「成果主義」 実態は相対評価で昇給頭打ち・賃下げも


